
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２０２０年１０月２２日から、ＪＲ東労組中央本部が高崎地本に本部派遣を行ったとこ

ろ、地本事務所から、通帳 6冊(計 1億円以上)が無くなっていることが発覚しました。 

元高崎地本組合員の恩田氏が、別の裁判で「通帳 6 冊」を持っていることが判明した

ので、２０２１年１２月１４日に通帳の返還を求めて提訴しました。第一審では、ＪＲ東労組

の主張が認められ通帳を引き渡すように判決が出ましたが、恩田氏らは控訴しました。 
 

 

 

①２０２０年１０月２１日、ＪＲ東労組高崎

地本で書記をしていた佐藤麻美さんへ制

裁審査請求が出され、執行権が停止さ

れ、事務所の出入りが禁止された。（佐

藤氏はこの時点では執行権停止と事務

所の出入り禁止は知らなかったと証言） 
 

②佐藤麻美さんはその日の深夜（翌

日の午前２時）から午前７時まで、地

本事務所で、給与処理の作業。 
 

③その時に、通帳（６冊 1億円以上）を 

金庫から持ち出したと証言。 
 

 

 

 

 
 

④佐藤麻美さんは通帳をしばらく保管したが、中山氏か恩田氏に渡したと証言。 

（ＪＲ東労組は、佐藤麻美さんに通帳の在処を何度も尋ねるも無視！） 
 

■２０２３年９月６日、控訴審で恩田氏らの控訴を棄却する勝利判決が出されました。 

・単一組合であるＪＲ東労組の統制権の範囲として、中央本部が地方本部の組織運営を

代替して行うことは含まれる。 

・中央本部が高崎地本を代替執行しているので、高崎地本が所有・使用する財産の管

理も当然含まれる。本件通帳も、中央本部が所有権を行使できる。 
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